
別記第７号様式（第９条関係）  

 

令和７年●月●日  

 

新潟県知事 様  

                   （申請者）  

郵便番号 ●●●-●●●●  

住 所  新潟市●●区●●●番地●●  

名 称  株式会社●●  

代表者名 代表取締役●●  ●●            

 

ビジネス変革応援事業補助金計画変更承認申請書  

 

 令和７年●月●日付け産政第●●号で交付決定のありましたビジネス変革応援事業

補助金について、下記のとおり計画内容を変更したいので、ビジネス変革応援事業補

助金交付要綱第９条の規定により承認されるよう関係書類を添えて申請します。  

 

記 

 

１ 補助事業の区分（該当する事業区分を丸で囲む）  
 

  ビジネスモデル再構築枠   ・  ＤＸ対応枠   ・    生産性向上枠  

 

２ 変更の理由  

  オンライン販売を開始するため、自社ＥＣサイトを制作する予定であったが、か

かる時間や人件費等を踏まえて再検討した結果、インターネットショッピングモー

ル●●への出店によりオンライン販売を開始することとしたい。  

  オンライン販売の実施による売上増の目的自体は、当初の計画同様達成できる見

込みである。その上、すでに知名度のあるショッピングモールへ出店することで幅

広い顧客へのアプローチが可能であり、また最初から安心して利用してもらえるた

め、販売機会を逸することがなくなるというメリットがある。  

なお、準備が短期間で行えるようになるため、その分オンライン販売の商品数を

増やしたいと考えている。当初計画していた商品Ａのほかに、新たに商品Ｂも開発

し、オンライン販売の売上増に努めたい。  

 

３  変更の内容  

（１）事業内容の重要な部分に関する変更      【  有  ・  無  】  

  変更前：商品のオンライン販売を開始するため、新たに自社ＥＣサイトを制

作する予定だった。  

  変更後：自社サイトを制作するのではなく、インターネットショッピングモ

ールへの出店を行うこととしたい。  

（２）補助対象経費の経費区分間の額に関する変更  【  有  ・  無  】  

交付決定を受けた後、事業内容の重要な部分に関する事項

の変更をしようとする場合に必要となります。  

※  詳しくは次ページ下欄の補足をご確認ください。  

押印不要です。 

県からの交付決定通知書の日付及び番号を記載してください。 

変更する理由のほか、  

・変更したことによって当初の事業目的は  

達成されるのか  

・何がどのように変わるのか（変更するこ  

とによるメリット）  

等も記載してください。  



   ※詳細（金額）は変更収支予算書（別記第８号様式）に記載  

  減額する経費（内容）：広報費（ＥＣサイト制作費用について、インターネ

ットショッピングモールへの出店に変更することで

経費を減らす）  

  増額する経費（内容）：開発費（オンライン販売を行う商品数を増やすため、

商品開発費を増額し、当初予定していた商品Ａのほ

か、商品Ｂの開発も行う。）  

 

 

 

 

４  関係書類  ※変更前と変更後を比較できるように記載してください。  

（１）事業計画書（別記第２号の１、２または３様式）  

（２）変更収支予算書（別記第８号様式）  

（３）その他知事が必要とする書類  

 

５  変更内容に関する誓約  

 

  □  当申請内容に関しては着手していないことを誓約します。  

 

  ※変更承認前に着手済みの内容については、補助対象外です。  

 

 

６ 連絡先  

所属名称  株式会社●●   

担当者職・氏名  総務課長  ●●  ●●  

住所（※）  〒●●●－●●●●  新発田市●●●番●●  

電話番号  025-●●● -●●●●  ＦＡＸ番号  025-●●● -●●●●  

メールアドレス  ●●●●＠●●●●●●●●  

  ※決定通知等の送付先が申請者欄に記載された住所と異なる場合に記入してください。 

 

 

上記２、３の変更内容に沿って計画書を作成し直したものを添付してください。

※下線を引く、見え消しで表記する等変更した箇所がわかるようにしてください。 

変更する経費区分の名称と、その変更内容を具体的に記載してください。 

【補足】  

・「事業内容の重要な部分に関する事項の変更」とは、以下のいずれかに該当する

場合を言います（本書の記載例は、①・②の両方に該当する場合について記載

したものとなります）。  

①  交付決定を受けた事業内容の目的達成に支障を来す恐れのある事業計画の  

変更  

 ②  補助対象経費の各経費相互間のいずれか低い額の 20 パーセントを超える  

経費の配分変更  

・当初の事業目的等が変わるような全く別の事業への変更は認められません。  

・事業内容等の変更が生じた場合でも、補助金の交付決定額を増額することはで  

きません。  

・事業内容の変更が「事業内容の重要な部分に関する事項の変更」に該当するか  

否か判断に迷った際は、補助金事務局へご相談ください。  

計画変更について承認を受けた後でなければ、変更

後の事業に着手することは認められません。  

・補助金の申請書類の作成を担当され、内容の具体的
説明ができる方をご記入ください。  

・住所欄は、申請者欄に記載された住所と変更承認通
知等の送付先が異なる場合に記載してください（記
載が無い場合は、申請者欄の住所に送付します）。  


